
亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。  

平成２７年１２月３日  

                          亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第３８号  

 

   亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例施行規則の一部を

改正する規則  

 

第１条  亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例施行規則（平成

１７年亀山市規則第１２６号）の一部を次のように改正する。  

  第２条中「第２２項」を「第２４項」に、「身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第５条第１項に規定する身体障害

者更生援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第５０条の２第１項に規定する精神障

害者社会 復帰施 設、知的 障害者 福祉法（ 昭和３ ５年法律 第３７

号）第５条第１項に規定する知的障害者援護施設」を「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第１項に規定するのぞみの園及び同条

第１１項に規定する障害者支援施設、同法附則第１８条第１項に

規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設」に改

める。  

第２条  亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例施行規則の一部

を次のように改正する。  

  第２条中「第２４項」を「第２５項」に改める。  

   附  則  

この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２８

年４月１日から施行する。  


